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第 55 期 滋賀地方最低賃金審議会 

令和４年度 第４回滋賀県最低賃金審議会議事要旨 

 

開催日時 令和４年８月 26 日（金）  ９時 54 分～10 時 36 分 

開催場所 滋賀県板金工業組合会議室 

出席状況 

公益代表委員（定数５人） 石井利江子 片山 聡  平井建志 

労働者代表委員（定数５人） 相澤三千代 池内正博  榎並典朗 

大江彰宏 

使用者代表委員（定数５人） 石田秀幸  楠亀博美  中村宏幸 

 水野 透  西田保夫 

事 務 局 ６人    小島労働局長、矢野労働基準部長、 
中井監督課長、松島賃金室長、 
神崎室長補佐、髙津衛生専門官 

主要議題 

１ 滋賀県最低賃金の改正決定に係る異議の申出について 
２ 特定(産業別)最低賃金の改正決定の必要性の有無について（答申） 
３ 特定(産業別)最低賃金の改正決定について（諮問） 
４ 特定(産業別)最低賃金の実地視察について 

議事要旨 

１ 滋賀県最低賃金の改正決定に係る異議の申出について 

⑴ 異議申出に係る諮問 

提出のあった３つの異議申し立てに係る審議の諮問。 

⑵ 異議申出に係る審議 

・労働者側の意見 

コロナ禍であることや物価高・原材料高が続く状況で、最低

賃金近傍で働く非正規労働者のためにも最低賃金の大幅な引上

げは必要である。本年の審議においては、労使の隔たりが非常

に大きい中で議論を積み重ね、中小企業及び小規模事業者に対

する支援策の附帯決議をつけることで、公労使の三者が十分な

審議を重ねた上で決定したものであり、８月 10 日の答申が妥当

と考える。 

・使用者側の意見 

８月 10 日の答申は、使用者側としては、現在なおコロナ禍に

あり、企業物価も上昇し続ける状況下で影響を強く受ける業種

がある中の 31 円の引き上げには、使用者側委員全員反対であっ

た。 

しかし、県内の経済状況等や地域間格差の是正を踏まえ、公
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労使の三者が真摯に向き合い、データを基に慎重かつ十分な審

議と議論を重ねた上で決定に至ったものであり、審議内容から

見ても８月 10 日の答申が妥当と考える。 

・公益側の意見 

労使双方の隔たりが大きい中で、相手側の立場も考慮しなが

ら十分審議を尽くし、労使双方の歩み寄りにより答申を行った

ものであり、８月 10 日の答申どおりとすることが妥当と考え

る。 

⑶ 異議申出に係る答申 

地域別最賃の異議申出に係る諮問に対し、「令和４年８月 10 日

付け答申どおり決定することが適当とする」と答申。 

 

２ 特定(産業別)最低賃金の改正決定の必要性の有無について（答申） 
８月 18 日開催の特別検討小委員会の報告どおり申し出のあった

６つの産業のうち、新繊維、各種商品小売を除く４つの産業につい

て、改正の必要性有りとの答申。 

 

３ 特定(産業別)最低賃金の改正決定について（諮問） 
必要性ありと答申された４つの産業に係る改正決定に係る諮問。 

 

４ 特定(産業別)最低賃金の実地視察について 
新型コロナウイルス感染症第７波の感染拡大（ピークアウトが見

られない、病床使用率が高い等の状況）により実施しない。 

 

 


